
(57)【要約】

【課題】  画像を見て行う操作により観客が物語に影響

を与えつつ、この物語の画像を表示するインタラクティ

ブな画像表示装置において、観客の操作により物語が分

岐するときでも画像が中断せず、観客の関心を低下させ

ることがない画像表示装置を提供する。

【解決手段】  物語に関する画像がそれぞれ記録された

複数の画像生成手段３、４と、画像生成手段３、４の出

力を選択する選択手段５と、選択手段５の出力を受けて

画像を表示する表示手段７、８、９と、この表示手段の

画像を見ながら観客が操作する操作器１０と、操作器１

０の出力に基づき表示すべき画像を判定する判定手段１

とを備え、選択手段５は判定手段１の判定結果に基づき

画像生成手段３、４の出力のうちの準備のできた一方を

選択する。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  画像を見て行う操作により観客が物語に

影響を与えつつ、この物語の画像を表示する画像表示装

置において、

上記物語に関する画像がそれぞれ記録された複数の画像

生成手段と、これら画像生成手段の出力を選択する選択

手段と、この選択手段の出力を受けて画像を表示する表

示手段と、この表示手段の画像を見ながら観客が操作す

る操作器と、この操作器の出力に基づき表示すべき画像

を判定する判定手段とを備え、上記選択手段は上記判定

手段の判定結果に基づき上記画像生成手段の出力を選択

することを特徴とする画像表示装置。

【請求項２】  上記複数の画像生成手段には、それぞ

れ、上記物語に関する複数の画像が順番に格納されてお

り、上記判定手段は、上記操作器の操作結果により上記

物語の展開が分岐するときに、分岐前の画像と分岐後の

画像とが上記画像生成手段において連続するかどうか判

定し、上記選択手段は、連続するときは分岐の前後で同

じ画像生成手段を選択し、連続しないときは他の画像生

成手段を選択することを特徴とする請求項１記載の画像

表示装置。

【請求項３】  上記画像選択手段が他の画像生成手段を

選択するときに、上記他の画像生成手段に対してあらか

じめ画像の読み出し命令を出力する読出命令出力手段を

備え、上記画像選択手段は、上記読み出し命令が出力さ

れた後、上記他の画像生成手段の準備が完了したときに

切り替えることを特徴とする請求項２記載の画像表示装

置。

【請求項４】  上記画像選択手段は、上記判定手段が判

定した後、分岐後の画像を選択するまでの間、分岐前の

画像を選択することを特徴とする請求項２又は請求項３

記載の画像表示装置。

【請求項５】  上記読出命令出力手段は、上記他の画像

生成手段の準備が完了したときに画像読み出し動作を一

時的に停止させ、上記画像選択手段は、上記他の画像生

成手段の一時停止状態を解除してから切り替え動作を行

うことを特徴とする請求項３又は請求項４記載の画像表

示装置。

【請求項６】  上記表示手段を複数備えるとともに、上

記物語の進行に応じて上記選択手段の出力をどの表示手

段に供給するか切り替える表示手段選択手段を備えるこ

とを特徴とする請求項１ないし請求項５いずれかに記載

の画像表示装置。

【請求項７】  回転自在に設けられた観客席を備え、上

記複数の表示装置を上記観客席の両側に配置するととも

に、上記表示手段選択手段の切り替え動作に応じて上記

観客席を回転することを特徴とする請求項６記載の画像

表示装置。

【請求項８】  請求項１乃至請求項７いずれかに記載の

画像表示装置を備え、この画像表示装置に表示される画

像を見て行う遊戯者の操作により次に表示される画像が

選択される遊戯装置。

【請求項９】  画像が記録された画像生成手段と、この

画像生成手段の出力を受けて画像を表示する表示手段

と、それぞれ回転自在に設けられた複数の観客席と、こ

れら複数の観客席にそれぞれ設けられ、上記表示手段の

画像を見ながら観客が操作する操作器とを備える画像表

示装置。

【請求項１０】  上記表示手段として、大きさが異なる

第１の表示手段及び第２の表示手段を備え、上記第１の

表示手段と上記第２の表示手段との間に上記複数の観客

席を配置し、上記表示手段の表示内容に応じて上記複数

の観客席の一部あるいは全部を回転することにより、観

客に上記第１の表示手段あるいは上記第２の表示手段の

いずれかを見せることを特徴とする請求項９記載の画像

表示装置。

【請求項１１】  上記観客席は複数の座席を備え、複数

の観客の向きが同時に変わるようにしたことを特徴とす

る請求項９又は請求項１０記載の画像表示装置。

【請求項１２】  画像を生成する第１のステップと、こ

の第１のステップと独立して画像を生成する第２のステ

ップと、上記第１のステップによる画像あるいは上記第

２のステップによる画像のいずれかを選択する第３のス

テップと、この第３のステップで選択された画像を表示

する第４のステップと、この第４のステップによる画像

を見ながら観客が行う操作を検知する第５のステップ

と、この第５のステップの検知結果に基づき上記第１の

ステップによる画像あるいは上記第２のステップによる

画像のいずれかを選択する第６のステップとを備える画

像表示方法。

【請求項１３】  上記第６のステップで選択するとき

に、あらかじめ画像の読み出し命令を出力する第７のス

テップを備え、上記第６のステップは、上記読み出し命

令が出力された後、画像生成の準備が完了したときに、

上記第１のステップによる画像あるいは上記第２のステ

ップによる画像のいずれかを選択することを特徴とする

請求項１２記載の画像表示方法。

【請求項１４】  上記第６のステップに、画像生成の準

備が完了したときに画像読み出し動作を一時的に停止さ

せる第８のステップと、この一時停止状態を解除してか

ら切り替え動作を行う第９のステップとを備えることを

特徴とする請求項１３記載の画像表示方法。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】この発明は、アトラクション

等に用いられ、観客との間でインタラクティブに物語を

展開するとともに、その画像を表示する画像表示装置、

画像表示方法及びこれを用いた遊戯装置に関するもので

ある。

【０００２】

特開平９－２８１８８３(2)
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【従来の技術】近年、娯楽施設に対する関心が高まって

おり、さまざまなイベントにおいて観客にストーリー性

を有する画像を見せて冒険や旅行を擬似体験させる画像

表示装置が知られている。最近は、観客に物語に参加さ

せることによりさまざまな結末を提供することができる

インタラクティブな装置が提案されている。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】ところで、観客が参加

できるこの種の装置において、その観客の望みや選択に

より途中でさまざまな物語上の分岐が発生する。観客

は、この分岐を含む物語の全体を楽しむのであるが、こ

の分岐における処理に時間がかかると、観客は物語が一

時的に中断したように感じることがある。例えば、ＶＴ

Ｒや光ディスクに物語の順番に従って画像が記録されて

いる場合、物語が分岐したときはＶＴＲや光ディスクを

その分岐先の部分に移動させなければならない。分岐の

結果、ＶＴＲや光ディスク上でたまたま画像が連続する

ときは問題がないが、通常は、分岐先は現在再生されて

いる部分とは離れているから、そこに移動するまでのア

クセス時間に少なくとも数秒から数十秒はかかる。この

ように中断があると観客にとって興味が中断されたり、

現実に引き戻されたりして面白味が低下する。

【０００４】この発明は、このような問題点を解決する

ためになされたもので、物語が分岐するときでも画像が

中断せず、観客の関心を低下させることがない画像表示

装置、画像表示方法及びこれを用いた遊戯装置を提供す

ることを目的とする。

【０００５】

【課題を解決するための手段】この発明に係る画像表示

装置は、画像を見て行う操作により観客が物語に影響を

与えつつ、この物語の画像を表示する画像表示装置にお

いて、上記物語に関する画像がそれぞれ記録された複数

の画像生成手段と、これら画像生成手段の出力を選択す

る選択手段と、この選択手段の出力を受けて画像を表示

する表示手段と、この表示手段の画像を見ながら観客が

操作する操作器と、この操作器の出力に基づき表示すべ

き画像を判定する判定手段とを備え、上記選択手段は上

記判定手段の判定結果に基づき上記画像生成手段の出力

を選択するものである。

【０００６】画像生成手段として、ＶＴＲ、光ディス

ク、ＤＶＤ等の記録媒体を利用するものや、コンピュー

タ等の処理装置により画像を合成する装置等が考えられ

る。選択手段は、画像信号を選択するスイッチ等を備え

るが、他にコンピュータグラフィック画像を合成するス

ーパーインポーズ機能等を備えていてもよい。表示手段

として、テレビモニタ、プロジェクタ、液晶表示装置等

が考えられる。表示手段が複数のときはこれらを混合し

てもよい。操作器として、押しボタン型スイッチ等のス

イッチ、ジョイスティック、操縦桿タイプのスイッチ、

ハンドルタイプのスイッチがある。また、オンオフ信号

を出力するものに限らず、デジタルあるいはアナログの

連続信号を出力する機器でもよい。

【０００７】また、この発明に係る画像表示装置は、上

記複数の画像生成手段には、それぞれ、上記物語に関す

る複数の画像が順番に格納されており、上記判定手段

は、上記操作器の操作結果により上記物語の展開が分岐

するときに、分岐前の画像と分岐後の画像とが上記画像

生成手段において連続するかどうか判定し、上記選択手

段は、連続するときは分岐の前後で同じ画像生成手段を

選択し、連続しないときは他の画像生成手段を選択する

ものである。

【０００８】また、この発明に係る画像表示装置は、上

記画像選択手段が他の画像生成手段を選択するときに、

上記他の画像生成手段に対してあらかじめ画像の読み出

し命令を出力する読出命令出力手段を備え、上記画像選

択手段は、上記読み出し命令が出力された後、上記他の

画像生成手段の準備が完了したときに切り替えるもので

ある。

【０００９】また、この発明に係る画像表示装置は、上

記画像選択手段は、上記判定手段が判定した後、分岐後

の画像を選択するまでの間、分岐前の画像を選択するも

のである。

【００１０】また、この発明に係る画像表示装置は、上

記読出命令出力手段は、上記他の画像生成手段の準備が

完了したときに画像読み出し動作を一時的に停止させ、

上記画像選択手段は、上記他の画像生成手段の一時停止

状態を解除してから切り替え動作を行うものである。

【００１１】また、この発明に係る画像表示装置は、上

記表示手段を複数備えるとともに、上記物語の進行に応

じて上記選択手段の出力をどの表示手段に供給するか切

り替える表示手段選択手段を備えるものである。

【００１２】また、この発明に係る画像表示装置は、回

転自在に設けられた観客席を備え、上記複数の表示装置

を上記観客席の両側に配置するとともに、上記表示手段

選択手段の切り替え動作に応じて上記観客席を回転する

ものである。

【００１３】また、この発明に係る遊戯装置は、上記い

ずれかの画像表示装置を備え、この画像表示装置に表示

される画像を見て行う遊戯者の操作により次に表示され

る画像が選択されるものである。

【００１４】また、この発明に係る画像表示装置は、画

像が記録された画像生成手段と、この画像生成手段の出

力を受けて画像を表示する表示手段と、それぞれ回転自

在に設けられた複数の観客席と、これら複数の観客席に

それぞれ設けられ、上記表示手段の画像を見ながら観客

が操作する操作器とを備えるものである。

【００１５】観客席が回転することにより、画像の進行

に応じて演出者が意図する所望の画像を観客に見せるこ

とができて、物語性が高まる。

【００１６】また、この発明に係る画像表示装置は、上

特開平９－２８１８８３(3)
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記表示手段として、大きさが異なる第１の表示手段及び

第２の表示手段を備え、上記第１の表示手段と上記第２

の表示手段との間に上記複数の観客席を配置し、上記表

示手段の表示内容に応じて上記複数の観客席の一部ある

いは全部を回転することにより、観客に上記第１の表示

手段あるいは上記第２の表示手段のいずれかを見せるも

のである。

【００１７】また、この発明に係る画像表示装置は、上

記観客席は複数の座席を備え、複数の観客の向きが同時

に変わるようにしたものである。

【００１８】また、この発明に係る画像表示方法は、画

像を生成する第１のステップと、この第１のステップと

独立して画像を生成する第２のステップと、上記第１の

ステップによる画像あるいは上記第２のステップによる

画像のいずれかを選択する第３のステップと、この第３

のステップで選択された画像を表示する第４のステップ

と、この第４のステップによる画像を見ながら観客が行

う操作を検知する第５のステップと、この第５のステッ

プの検知結果に基づき上記第１のステップによる画像あ

るいは上記第２のステップによる画像のいずれかを選択

する第６のステップとを備えるものである。

【００１９】また、この発明に係る画像表示方法は、上

記第６のステップで選択するときに、あらかじめ画像の

読み出し命令を出力する第７のステップを備え、上記第

６のステップは、上記読み出し命令が出力された後、画

像生成の準備が完了したときに、上記第１のステップに

よる画像あるいは上記第２のステップによる画像のいず

れかを選択するものである。

【００２０】また、この発明に係る画像表示方法は、上

記第６のステップに、画像生成の準備が完了したときに

画像読み出し動作を一時的に停止させる第８のステップ

と、この一時停止状態を解除してから切り替え動作を行

う第９のステップとを備えるものである。

【００２１】

【発明の実施の形態】

発明の実施の形態１．この発明に係る、観客との間でイ

ンタラクティブに物語を展開するとともに、その画像を

表示する画像表示装置及び画像表示方法について、好適

な実施の形態に基づき説明する。

【００２２】図１はこの発明の実施の形態１に係る遊戯

装置の例である「アクアノバ」装置の機能ブロック図で

ある。この図において、メインＣＰＵ(Central Process

ingUnit)ボード１には、左右のゲームボード２ａ，２

ｂ、左右の第１のレーザディスクプレーヤ（ＬＤ）３

ａ，３ｂ、左右の第２のレーザディスクプレーや４ａ，

４ｂ、左右のスキャンコンバータ５ａ，５ｂ、左右の４

人乗りモーションベース１０ａ，１０ｂ、デジタルオー

ディオミキサ１２、操作パネル１５が接続されている。

左側のゲームボード２ａ等は、第１の５０インチモニタ

ー６ａ及びマルチスキャンプロジェクター７ａに対して

映像を出力する。右側のゲームボード２ｂ等は、第２の

５０インチモニター６ｂ及びマルチスキャンプロジェク

ター７ｂに対して映像を出力する。マルチスキャンプロ

ジェクター７ａ，７ｂはそれぞれステレオ視処理がされ

た映像を偏光フィルタ８ａ，８ｂを介して同じ２５０イ

ンチスクリーン９に投影するので、観客は偏光眼鏡１１

ａ，１１ｂをかけることにより迫力ある立体的な３Ｄ映

像を楽しむことができる。

【００２３】ゲームボード２ａは、観客のボタン操作等

により所定のミサイル、爆発等の合成された映像を生成

する。この合成映像はスキャンコンバータ５ａにおいて

ＬＤによる実写映像に重畳されてから、マルチスキャン

プロジェクタ７ａに供給される。ゲームボード２ｂにつ

いても同様である。ゲームボード２ａとメインＣＰＵボ

ード１とはシリアルインタフェースにより接続されて

る。一方、ゲームボード２ｂは、ゲームボード２ａとバ

スラインにより接続されていて、パラレルでデータがや

りとりされる。

【００２４】第１のＬＤ３ａ及び第２のＬＤ４ａは同じ

映像を再生するが、メインＣＰＵボード１の制御により

スキャンコンバータ５ａにおいて適宜切り替えられ、こ

れらのうちの一方の映像信号が５０インチモニター６ａ

あるいはマルチスキャンプロジェクター７ａに供給され

る。第１のＬＤ３ｂ及び第２のＬＤ４ｂについても同様

である。これらＬＤとメインＣＰＵボード１とはシリア

ルインタフェースであるＲＳ２３２Ｃにより接続されて

いる。

【００２５】スキャンコンバータ５ａは、第１のＬＤ３

ａの出力又は第２のＬＤ４ａの出力の一方を選択するス

イッチ５１ａと、スイッチ５１ａの出力を５０インチモ

ニター６ａに出力するか、ゲームボード２ａの出力映像

と合成してマルチスキャンプロジェクター７ａに出力す

るかを選択するスイッチ５２ａと、ＬＤの実写映像とゲ

ームボード２ａの合成映像とを合成するスーパーインポ

ーズスキャンコンバータ５３ａとを備える。これらスイ

ッチ５１ａ，５２ａはメインＣＰＵボード１により制御

される。スーパーインポーズスキャンコンバータ５３ａ

の出力はマルチスキャンプロジエクター７ａに供給され

る。スキャンコンバータ５ｂも同様に、スイッチ５１

ｂ，５２ｂ及びスーパーインポーズスキャンコンバータ

５３ｂを備える。

【００２６】スキャンコンバータ５ａ，５ｂは、スイッ

チャー＋スーパーインポーズ＋スキャンコンバート（走

査線補間）の３つの機能をもっている。中でも走査線補

間機能によれば、標準的なＴＶ信号であるＮＴＳＣ信号

を２５０インチの大画面に表示するときでも走査線がほ

とんど見えなくなり、したがって高画質化が可能であ

る。

【００２７】４人乗りモーションベース１０ａ、１０ｂ

は、メインＣＰＵボード１とシリアルインタフェースで
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あるＲＳ４２２及びパラレルあるいはシリアルインタフ

ェースのＩ／Ｏにより接続されている。各モーションベ

ース１０ａ，１０ｂには観客が４人づつ乗るが、観客は

それぞれ偏光眼鏡１１ａ，１１ｂをかける。この偏光眼

鏡１１と偏光フィルタ８とにより、観客は３Ｄ映像を体

験できる。

【００２８】デジタルオーディオミキサ１２はゲームボ

ード２ａ、第１のＬＤ３ａ、第２のＬＤ４ａから効果

音、音楽等のオーディオ信号を受け、メインＣＰＵボー

ド１の制御により音声を合成する。デジタルオーディオ

ミキサ１２の出力は、２ＣＨパワーアンプ１３で増幅さ

れた後、スピーカー１４に供給される。スピーカ１４は

４台あり、臨場感を増すように後述のように配置されて

いる。

【００２９】ゲームボード２ａ，２ｂから出力される音

声は、ミサイル、爆発等のモーションベースのスイッチ

入力が伴うリアルタイムで出力されなければならない音

が出力される。ＬＤ３ａ、３ｂ、４ａ，４ｂより出力さ

れる音声は、音楽や効果音等のリアルタイムで変化しな

くてもよい音声が出力される。ゲームボード２ａ，２ｂ

よりの出力は２チャンネルだが、デジタルオーディオミ

キサー１２をＭＩＤＩ（Musical Instrument Digital I

nterface）コントロールすることにより、部屋の四隅に

おかれた４本のスピーカ１４にリアルタイムで振り分け

ることができて、前後左右の音の移動が可能となってい

る。

【００３０】また、メインＣＰＵボード１にはアテンダ

ントスタッフにより操作される操作パネル１５が接続さ

れている。

【００３１】図２は、図１の「アクアノバ」装置全体の

平面図である。中程にモーションベース１０ａ，１０ｂ

が並べて配置されている。モーションベース１０ａ、１

０ｂには、それぞれ座席１０１が４つづつ設けられてい

る。観客は座席１０１に着席する。モーションベース１

０ａ，１０ｂからみて一方の側には５０インチモニタ６

ａ，６ｂ及びマルチスキャンプロジェクタ７ａ、７ｂが

配置されている。他方の側には２５０インチ画面９が配

置されている。マルチスキャンプロジェクト７ａ，７ｂ

から２５０インチ画面９は図のように投影される。モー

ションベース１０ａ，１０ｂの近くには操作パネル１５

が配置されている。また、四隅には４台のスピーカ１４

ａ～１４ｄが配置されている。モーションベース１０

ａ，１０ｂはアテンダントスタッフが操作パネル１５を

操作することなどにより、図中の矢印のように回転する

ことができる。したがって、観客はモーションベース１

０ａ、１０ｂに座ったままで、それぞれの目の前にある

５０インチモニター６ａ，６ｂを見たり、共通の画面で

ある２５０インチ画面９を見ることができる。

【００３２】図３は、座席１０１の前部の斜視図であ

る。座席１０１には、それぞれ３つの押しボタンスイッ

チ、すなわち中央スイッチ１０２、左スイッチ１０４

ａ、右スイッチ１０４ｂが設けられている。スイッチ１

０２、１０４ａ、１０４ｂは、それぞれ取付部１０３、

１０５ａ、１０５ｂにより座席の前方に取り付けられて

いる。スイッチ１０２は、例えばミサイルを発射すると

きに容易に押すことができるように、観客の方を向いて

配置されている。取付部１０５ａは左手で握りやすい形

状になっており、スイッチ１０４ａは左手の親指で容易

に押せるようになっている。同様に、取付部１０５ｂは

右手で握りやすい形状になっており、スイッチ１０４ｂ

は右手の親指で容易に押せるようになっている。

【００３３】次に動作について説明する。

【００３４】この装置の動作には、観客がモーションベ

ース１０に乗っていないときに行うデモであるアドバタ

イズ動作、観客がモーションベース１０に乗ってから最

初に行われる５０インチ画面によるプレショー動作、及

び、２５０インチ画面による３Ｄ映像動作の３種類があ

る。以下、これらの動作について順を追って説明する。

【００３５】＜アドバタイズ時＞図４のように、モーシ

ョンベース１０ａ，１０ｂは５０インチモニター６ａ，

６ｂ側を向いている。２５０インチスクリーン９には何

も映っていない。５０インチモニタ６ａ，６ｂにはアド

バタイズデモが映っている。

【００３６】このとき、スキャンコンバータ５ａ，５ｂ

のインプットセレクトスイッチ５１ａ，５１ｂは、いず

れも第２のＬＤ４ａ，４ｂ側を選択している。一方、ア

ウトプットセレクトスイッチ５２ａ，５２ｂは、いずれ

も５０インチモニター６ａ，６ｂ側を選択している。こ

れらはメインＣＰＵボード１により制御される。第２の

ＬＤ４ａ，４ｂはループの映像をくり返し流している。

【００３７】＜プレショー時＞観客は３Ｄ眼鏡１１をそ

れぞれかけてモーションベース１０に乗り込む。このと

き図５のように、まだ５０インチモニター６ａ，６ｂ側

を向いている。この状態で観客は、５０インチモニター

６ａ，６ｂ上のプレショーを見る。

【００３８】このとき、スキャンコンバータ５ａ，５ｂ

のインプットセレクトスイッチ５１、アウトプットセレ

クトスイッチ５２は「アドバタイズ時」と同様の選択を

している。

【００３９】プレショーは数パターンあり、アテンダン

トスタッフが操作パネル１５を操作して、観客のタイプ

により（子供、大人、カップル等）に応じて選択する。

操作パネル１５のスイッチの状態をメインＣＰＵにより

読み取り、第１のＬＤ３ａ，３ｂの両方をサーチする。

第１のＬＤ３ａ，３ｂの準備が完了したら、インプット

セレクトスイッチ５１ａ，５１ｂはインプットを第２の

ＬＤ４ａ，４ｂから第１のＬＤ３ａ、３ｂへと切り替え

る。ＬＤは指定された映像にアクセスするためには若干

の時間（例えば１秒程度）かかるが、このように２台の

ＬＤを交互に切り替えることにより中断させることなく
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映像を連続的に流すことができる。この切り替え動作に

ついて後述する。

【００４０】プレショー用のＬＤの構成は例えば図１０

のようになっており、パターン１(PATTERN #1)とパター

ン２(PATTERN #2)とが交互に繰り返される。最後のPRES

HOWLOOPで最初に戻る。また、パターン１とパターン２

との間にはブランクが設けられている。

【００４１】プレショーにおいては、アテンダントスタ

ッフによる注意事項の説明、アトラクションの説明等が

行われる。

【００４２】＜３Ｄ映像時＞プレショー終了と同時に部

屋が暗くなり、モーションベース１０ａ，１０ｂが１８

０度回転し、観客は２５０インチスクリーン９の方を向

く。そして、マルチスキャンプロジェクター７ａ，７ｂ

は２５０インチスクリーン９への投影を開始し、３Ｄ映

像がスタートする。この３Ｄ画像は、ＬＤの背景とミサ

イル等のゲームの画像との合成画像である。観客は自分

の席のスイッチ１０２、１０４ａ、１０４ｂを操作して

シューティング等をおこなう。その結果によってシナリ

オの分岐がある。すなわち、この装置によれば観客は一

定のシナリオによる冒険でなく、自分が参加することに

より結末が変わるというインタラクティブな冒険を楽し

むことができる。この点については後述する。

【００４３】このとき、スキャンコンバータ５ａ，５ｂ

のアウトプットセレクトスイッチ５２ａ，５２ｂは、Ｌ

Ｄの出力をスーパーインポーズスキャンコンバータ５３

ａ，５３ｂに入力するように選択している。一方、イン

プットセレクトスイッチ５１ａ，５１ｂは、シナリオの

分岐に対応して第１のＬＤ３ａ，３ｂまたは第２のＬＤ

４ａ，４ｂのいずれかを選択する。この点については後

述する。

【００４４】スキャンコンバータ５ａ，５ｂの出力はマ

ルチスキャンプロジェクター７ａ，７ｂに入力され、Ｌ

Ｄの画像とゲームボードの画像との合成画像が２５０イ

ンチスクリーン９上に投影される。背景はあらかじめ作

成されているが、ミサイルが飛んでいく映像はリアルタ

イムに画像生成される。

【００４５】観客とのインタラクティブな本編２５０イ

ンチ３Ｄ画像の表示後、部屋が暗くなり、モーションベ

ースが再び１８０度回転して元の位置（図４の位置）に

戻る。そして観客が退室し、一回の上映が終了する。そ

して、最初のアドバタイズに戻る。

【００４６】次に本編３Ｄ画像の流れについて、具体的

なシナリオの例を示す図７、図８のフローチャート及び

図１１のＬＤの構成図を用いて説明する。

【００４７】ステップＳ１：共通１

宇宙へ、貨物船を越えて宇宙コロニーへ、トンネル＃２

で停止する。観客はモーションベース１０に乗ったまま

宇宙旅行を体験する。

【００４８】ステップＳ２：分岐１

エンジンチェックを行う。モーションベース１０を宇宙

船と擬して、アテンダントスタッフの指示により観客が

エンジンチェックを行う。エンジンチェックは、例えば

スイッチ１０２を観客がめいめい押すことにより行う。

この分岐１でエンジンチェックが無事に終了する（ステ

ップＳ３に進む）か、それとも異常ありとなる（ステッ

プＳ４に進む）か、いずれに分岐するかは観客のスイッ

チ入力で決まる。

【００４９】具体的には次のような手順である。

【００５０】（１）座席確認アナウンス「エンジンチェ

ックするので手元スイッチを１回押してください」

（２）一定数以上の観客がまったく押さなかったり、２

回以上押したときは「異常」と判定する。乗客がスイッ

チを何回押したかは一定時間の間で観測する。

【００５１】「正常」ならステップＳ３に進む。このス

テップにおいて、これから進む順序等についてアテンダ

ントスタッフ等から説明がなされる（例えば「目的地は

海底都市です。さあ出発です」）。

【００５２】一方、「異常」ならステップＳ４に進む。

このときはアテンダントスタッフ等から注意を受けた

り、「正常」なときと異なる場所に連れていかれたりす

る。

【００５３】ところで、分岐１においてどちらに分岐す

るかあらかじめわからない。これがインタラクティブで

ある由縁であるが、分岐先が決定してからそのチャプタ

ーにＬＤがアクセスするためにどうしても一定の時間を

必要とするから、３Ｄ映像を連続的に表示し続けるため

に工夫がいる。

【００５４】シナリオの分岐の例として図９（ａ）

（ｂ）に示されるケースがある。この図は第１のＬＤ３

及び第２のＬＤ４に記録されているチャプターを示した

ものである。図中、番号はチャプターの番号を示す。こ

の詳細は例えば図１１に示されたものであり、チャプタ

ー＃１はステップＳ１に対応する「ワープ」と「コロニ

ーに進む」に対応する映像が記録されている。同様に、

チャプター＃２はステップＳ３の映像が、チャプター＃

３はステップＳ４の映像が、チャプター＃４はステップ

Ｓ５に対応する「海へ潜る」映像が、チャプター＃５は

ステップＳ７の映像が、チャプター＃６はステップＳ８

の映像が、チャプター＃７はステップＳ９に対応する

「トーネードパニック」の映像が、チャプター＃８はス

テップＳ１１の「タコ（アクアノバコロニーの怪物）と

の戦い」の映像が、チャプター＃９はステップＳ１３の

映像が、チャプター＃１０はステップＳ１４の映像が、

チャプター＃１１はステップＳ１５の映像が、それぞ

れ、記録されている。

【００５５】第１のＬＤ３と第２のＬＤ４は、いずれも

同じ映像が記録されていて、これらを適宜選択すること

によりどのように分岐しても対応できる。

【００５６】図９（ａ）はステップＳ２からステップＳ

特開平９－２８１８８３(6)

－6－



11 12

10

20

30

40

50

３（シナリオでいえば＃１から＃２）に進むケースであ

る。また、同図（ｂ）はステップＳ２からステップＳ４

（シナリオでいえば＃１から＃３）に進むケースであ

る。（ａ）のケースでは＃１から＃２へ連続して進むか

ら、切り替え動作をすることなく、同じＬＤを選択して

連続して再生すればよい。しかし、（ｂ）のケースでは

＃１から＃３へ飛ぶから、同じＬＤを使用し続けようと

すると、＃１から＃３へのアクセス時間だけ映像が中断

する。そこで、このとき（ｂ）のケースではＬＤを切り

替えることにより、映像の中断を防止している。つま

り、このときＬＤ２の＃３を再生するにあたり、その手

前数秒前からプリスタートをしておき、切れ目のまった

くないＬＤ分岐が可能になる。

【００５７】ところで、各分岐のところでは、当然モー

ションデータも分岐する。モーションデータに対応して

あらかじめテーブルが用意されており、メインＣＰＵが

それをセレクトすることにより分岐が行われる。

【００５８】この処理について図１２のフローチャート

と図１３のタイミングチャートを用いて説明する。なお

この処理は、分岐１～分岐４いずれの場合も基本的に同

じである。

【００５９】ステップＳ３０

アテンダントスタッフあるいはゲームボードにより合成

されたロボットの音声により、どちらに分岐するかを決

定するためのスイッチ入力を観客に対して促す。

【００６０】ステップＳ３１

スイッチ入力がなされたかどうか確認する。入力がまだ

ならばスイッチ入力をまつ。入力されたならば次のステ

ップＳ３２に進む。

【００６１】ステップＳ３２

スイッチ入力の状態に基づき分岐判断を行う。例えば、

一定数以上の観客がまったく押さなかったり、２回以上

押したときは「異常」と判定する。乗客がスイッチを何

回押したかは一定時間の間で観測する。あるいは、２回

以上押した乗客が、１回押した乗客よりも多いときは

「異常」と判定するようにしてもよい。具体的な分岐の

条件は、分岐ごとにさまざまである。

【００６２】ステップＳ３３

分岐判断の結果、次のチャプターが決まるが、それが現

在のチャプターと連続しているかどうかを判断する。図

９（ａ）の例でいえば、＃２から＃４へ、＃５から＃７

へ、＃８から＃１０へうつるときが不連続な場合であ

る。また、同図（ｂ）の例でいえば、＃１から＃３へ、

＃５から＃７へうつるときが不連続な場合である。不連

続な場合は、図１３の期間Ｔ１において他のＬＤのアク

セスを開始する。アクセスには、例えば１秒程度かか

る。この間は現在表示されている画像が表示され続け

る。

【００６３】連続な場合は図１２の処理を終了する。不

連続な場合はステップＳ３４に進む。

【００６４】連続か不連続かは、分岐条件及びどのよう

な順序で画像がＬＤに記録されているかにより個別に決

まる。

【００６５】ステップＳ３４

アクセスが完了した状態ではＬＤはポーズ状態にある。

そこで、期間Ｔ１の終了時点でＬＤのポーズ状態を解除

し、プリスタートする。期間Ｔ２においてはＬＤはフリ

ーラン状態にある。

【００６６】ステップＳ３５

この状態で現在のＬＤの終了をまつ。現在のＬＤが終了

していないときはそのまま待機する。

【００６７】ステップＳ３６

準備完了したときは、スキャンコンバータ５ａ，５ｂの

スイッチ５１ａ、５１ｂの入力を現在使用しているＬＤ

出力から他のＬＤ出力に切り替える。これが期間Ｔ３の

状態である。スイッチ５１の切り替えは瞬時に行われる

から、映像に切れ目は生じない。

【００６８】図１３からわかるように、事前に他のＬＤ

をアクセスし、そしてプリスタートさせることにより映

像切り替えにおいて切れ目をなくすことができる。

【００６９】以上の処理において、「プレーヤーがどの

ようなボタン操作をしたか」の判定がプログラム進行上

で既に終了していても、遊戯者に提供される画面が判定

結果に基づいた画面の準備が整うまでの間、判定用の画

面が提供されている。プレーヤー側から見ればまだ判定

中（戦闘中）であると考え、ボタンを押し続けているも

のの、実際のプログラム処理上ではすでに判定はなされ

ている。すなわち、その判定結果は画面上の戦闘シーン

よりは早い時期に終了していることになる。

【００７０】例えば、図１３において、＃２がステップ

Ｓ１０による判定画面、＃４が判定結果による分岐画面

だとして、プレーヤーのボタン操作結果の判定が期間Ｔ

１以前に終了しているとしても、次の映像の準備が整う

までの期間Ｔ１、Ｔ２の間は、トーネード（嵐）と闘っ

ている映像が表示される。

【００７１】なお、分岐における映像処理について、判

定結果に基づき直ちに次の画面を表示するようにしても

よいのは、いうまでもない。

【００７２】次に再び図７及び図８のフローチャートの

説明に戻る。分岐１によりステップＳ３、ステップＳ４

のいずれかを進むようになるが、いずれを進んでも次は

ステップＳ５に進む。

【００７３】ステップＳ５：共通２

トンネル＃３を通ってコロニーへ、都市へ、水中へ、水

中都市へ向かう。そこで怪物「タコ」にであう。

【００７４】ステップＳ６：分岐２

水中都市でタコを射つ。この操作は観客が行い、そのス

イッチのたたきかたで次のステップがＳ７であるか、そ

れともＳ８であるか別れる。うまく射つことができれば

ステップＳ７に進み、「タコ」を撃退できるし、誤って
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建物を射つとステップＳ８に進み、建物が爆発する。具

体的には、ミサイルを打つ、あるいは、打たないにより

どちらに分岐するかが決まったり、一定のしきい値を決

め、このしきい値に基づき分岐が決まったりする。

【００７５】ステップＳ９：共通３

分岐２によりステップＳ７、ステップＳ８いずれに進ん

でもこのステップＳ９に進み、映像上で観客は「トーネ

ード」（嵐）に徐々に接近していく。

【００７６】ステップＳ１０：分岐３

アテンダントスタッフは、観客に「トーネード」から逃

げるためにスイッチをたたくように指示する。そのたた

きかたで逃げられるかどうか（例えば一定時間でどれく

らいたくさんたたくことができるか）で決まる。このし

きい値としては、例えば、２０回程度が考えられる。成

功すればステップＳ１５に進み、失敗すればステップＳ

１１に進む。

【００７７】ステップＳ１１：失敗

水のトンネルを通って宇宙の内外、陸地、船上で「タ

コ」と戦う。

【００７８】ステップＳ１２：分岐４

ブリッジ上で「タコ」を射つ。やはり観客がうまくうて

るかどうかによって次のステップが決まる。観客の一部

がうまく射つことができるかどうかで判断してもよい

し、観客の全員あるいは大部分がうまく射つことができ

るかどうかで判断してもよい。具体的には、ミサイル等

を打つ、あるいは、打たないによりどちらに分岐するか

が決まったり、一定のしきい値を決め、このしきい値に

基づき分岐が決まったりする。

【００７９】成功すればステップＳ１４に進み「タコ」

は鋭い竿により殺される。失敗すればステップＳ１３に

進み、逆に「タコ」に襲われる。

【００８０】ステップＳ１３に進んだときはステップＳ

１８の結末Ｃとなり、ワープに戻る。一方、ステップＳ

１４に進んだときはステップＳ１７の結末Ｂとなり、救

助船に滑り込むことができる。

【００８１】ステップＳ１５：成功

水から出て「タコ」はトンネルの頂上へ、船がロックさ

れるが再び水の中に入り、爆発するコロニーを通って脱

出する。このときはステップＳ１６の結末Ａとなり、間

隔をおいてワープに戻る。

【００８２】以上のように、この発明の実施の形態１に

よれば、それぞれの分岐で観客がどのような対応をとる

か（つまり、どのようにスイッチを押すか）によって取

り得る結末は異なる。したがって、観客は単に映画を見

るのと異なり、実際に冒険に参加しているように気持ち

になることができる。また、同じアトラクションに再度

挑戦しようという気持ちになる。

【００８３】また、ＬＤを２台備え、分岐状態に対応し

て適宜切り替えるので、ストーリーがどのように展開し

てもすぐに対応する映像を映しだすことができる。ま

た、このときにこの先どのように展開するかを先読みし

てＬＤをプリスタートさせることにより途中で映像が一

瞬でもとぎれる状態を防止できる。この種のアトラクシ

ョンでは観客の興味をスクリーンに引き付けつづけなけ

れば面白味に欠けるから、この点は非常に重要である。

【００８４】また、５０インチと２５０インチの２種類

の画面を備え、それぞれプレショー用とメインの３Ｄ画

面用に使い分けているので、観客はプレショーから冒険

に移行することを容易に知ることができて、さらに臨場

感が増すことになる。この効果は、５０インチと２５０

インチとを互いに反対側に配置し、画面の移行時にモー

ションベースを回転させたり、プレショー終了と同時に

部屋が真っ暗になり、はじめて２５０インチのスクリー

ンを見ることにより更に増加する。

【００８５】なお、今回の「アクアノバ」装置では、モ

ーションベースの動きはアテンダントスタッフにより操

作され、単に回転するだけだが、観客の操作に基づき他

の動作をさせることも可能である。例えば、観客（全

員、あるいは「船長」役の代表者）が自分の席に設けら

れたスイッチやジョイスティック等によりリアルタイム

に操作することも可能である。また、この操作の巧拙を

分岐条件に加えることにより、さらに臨場感が高まり興

味が増加する。

【００８６】また、今回のアクアノバでは分岐が３０秒

くらいごとにあるが、もっと長くてもあるいは短くても

よい。仮にＬＤのサーチ１秒と考えれば、２秒ごとにサ

ーチを行うことによりＬＤの高画質のもとでほとんどリ

アルタイムに近い映像を見ることも可能である。

【００８７】また、ＬＤの台数は左右それぞれ２台であ

ったが、さらに台数を増やすようにしてもよい。台数を

多くすればサーチ時間が長いときや切り替え時間が短い

ときでも容易に対応できる。

【００８８】また、複数のＬＤに記録されている映像は

まったく同じものであったが、互いに異なるようにして

もよい。例えば、最初は必ず特定のＬＤを選択するので

あれば、その他のＬＤには最初の映像は不要である。こ

のように、複数のＬＤ全体ですべての分岐に対応できる

ように構成されていればよい。

【００８９】また、２台の５０インチ画面には同じ映像

が表示されていたが、異なる映像を表示するようにして

もよい。この場合、画面間で「掛け合い」するようにし

てストーリーの展開をさらに面白くすることが可能であ

る。また、５０インチ画面では異なる体験をするが、あ

る時点で両者が出合い、それから２５０インチ画面で同

じ体験をするようにしてもよい。

【００９０】また、２台のモーションベース間で対抗す

るようにしてもよい。例えば、１台の２５０インチ画面

を見ながらモーションベースの観客間でシューティング

などの得点を互いに競うようにしたり、またこの結果に

基づき、例えば、得点の高い観客は楽な道を行き、得点
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の低い観客は悪路を行くというように分岐するようにし

たりしてもよい。

【００９１】

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、係る

画像表示装置は、画像を見て行う操作により観客が物語

に影響を与えつつ、この物語の画像を表示する画像表示

装置において、上記物語に関する画像がそれぞれ記録さ

れた複数の画像生成手段と、これら画像生成手段の出力

を選択する選択手段と、この選択手段の出力を受けて画

像を表示する表示手段と、この表示手段の画像を見なが

ら観客が操作する操作器と、この操作器の出力に基づき

表示すべき画像を判定する判定手段とを備え、上記選択

手段は上記判定手段の判定結果に基づき上記画像生成手

段の出力を選択するので、準備ができた画像生成手段の

画像を選択することにより表示画像の中断を防止でき

る。したがって、観客の関心を画面に向け続けることが

できて、面白さが低下しない。

【００９２】また、この発明によれば、上記判定手段

は、上記操作器の操作結果により上記物語の展開が分岐

するときに、分岐前の画像と分岐後の画像とが上記画像

生成手段において連続するかどうか判定し、上記選択手

段は、連続するときは分岐の前後で同じ画像生成手段を

選択し、連続しないときは他の画像生成手段を選択する

ので、不要な切り替えを行うことなく適切な選択を行う

ことができる。

【００９３】また、この発明によれば、上記画像選択手

段が他の画像生成手段を選択するときに、上記他の画像

生成手段に対してあらかじめ画像の読み出し命令を出力

する読出命令出力手段を備え、上記画像選択手段は、上

記読み出し命令が出力された後、上記他の画像生成手段

の準備が完了したときに切り替えるので、切り替え時間

を短くできる。

【００９４】また、この発明によれば、上記画像選択手

段は、上記判定手段が判定した後、分岐後の画像を選択

するまでの間、分岐前の画像を選択するので、観客に分

岐処理を意識させることなく、自然な切り替えを可能に

する。

【００９５】また、この発明によれば、上記読出命令出

力手段は、上記他の画像生成手段の準備が完了したとき

に画像読み出し動作を一時的に停止させ、上記画像選択

手段は、上記他の画像生成手段の一時停止状態を解除し

てから切り替え動作を行うので、所望のときに切り替え

を行うことができる。

【００９６】また、この発明によれば、上記表示手段を

複数備えるとともに、上記物語の進行に応じて上記選択

手段の出力をどの表示手段に供給するか切り替える表示

手段選択手段を備えるので、内容により適切な表示手段

を選択できて、臨場感あふれる画像を提供することがで

きる。

【００９７】また、この発明によれば、回転自在に設け

られた観客席を備え、上記複数の表示装置を上記観客席

の両側に配置するとともに、上記表示手段選択手段の切

り替え動作に応じて上記観客席を回転するので、物語に

あわせて観客の見る画面を指定できる。

【００９８】また、この発明によれば、上記いずれかの

画像表示装置を備え、この画像表示装置に表示される画

像を見て行う遊戯者の操作により次に表示される画像が

選択されるので、インタラクティブな遊戯装置を提供で

きる。

【００９９】また、この発明によれば、画像が記録され

た画像生成手段と、この画像生成手段の出力を受けて画

像を表示する表示手段と、それぞれ回転自在に設けられ

た複数の観客席と、これら複数の観客席にそれぞれ設け

られ、上記表示手段の画像を見ながら観客が操作する操

作器とを備えるので、観客席が回転することにより、画

像の進行に応じて演出者が意図する所望の画像を観客に

見せることができて、物語性が高まる。

【０１００】また、この発明によれば、上記表示手段と

して、大きさが異なる第１の表示手段及び第２の表示手

段を備え、上記第１の表示手段と上記第２の表示手段と

の間に上記複数の観客席を配置し、上記表示手段の表示

内容に応じて上記複数の観客席の一部あるいは全部を回

転することにより、観客に上記第１の表示手段あるいは

上記第２の表示手段のいずれかを見せるので、物語にあ

わせて観客の見る画面を指定できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】この発明の実施の形態１の装置の構成を示すブ

ロック図である。

【図２】この発明の実施の形態１の装置の配置を示す平

面図である。

【図３】この発明の実施の形態１のモーションベースの

座席の一部の拡大斜視図である。

【図４】この発明の実施の形態１のモーションベースの

動作の説明図である。

【図５】この発明の実施の形態１のモーションベースの

動作の説明図である。

【図６】この発明の実施の形態１のモーションベースの

動作の説明図である。

【図７】この発明の実施の形態１の装置の動作を説明す

るためのフローチャートである。

【図８】この発明の実施の形態１の装置の動作を説明す

るためのフローチャートである。

【図９】この発明の実施の形態１の装置の動作を説明す

るためのタイミングチャートである。

【図１０】この発明の実施の形態１の装置のプレショー

動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図１１】この発明の実施の形態１の装置の３Ｄ画面動

作を説明するためのタイミングチャートである。

【図１２】この発明の実施の形態１の装置におけるＬＤ

の切り替え動作を説明するためのフローチャートであ
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る。

【図１３】この発明の実施の形態１の装置におけるＬＤ

の切り替え動作を説明するためのタイミングチャートで

ある。

【符号の説明】

１  メインＣＰＵボード

２ａ，２ｂ  ゲームボード

３ａ，３ｂ  第１のＬＤ（レーザーディスク）

４ａ，４ｂ  第２のＬＤ

５ａ，５ｂ  スキャンコンバータ

６ａ，６ｂ  ５０インチモニター

７ａ，７ｂ  マルチスキャンプロジェクター

８ａ，８ｂ  偏光フィルタ

９  ２５０インチスクリーン

１０ａ，１０ｂ  モーションベース

１１ａ、１１ｂ  偏光眼鏡

１２  デジタルオーディオミキサ

１３  ２ｃｈパワーアンプ

１４  スピーカ

１５  操作パネル

５１ａ，５１ｂ  インプットスイッチ

５２ａ，５２ｂ  アウトプットスイッチ

５３ａ，５３ｂ  スーパーインポーズスキャンコンバー

タ

１０１  座席

１０２  中央スイッチ

１０３  マウント

１０４ａ，１０４ｂ  左右スイッチ

１０５ａ，１０５ｂ  左右マウント

【図１】

【図３】 【図４】
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【図２】 【図５】

【図６】 【図７】

【図１０】

【図１２】
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【図８】 【図９】

【図１１】
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